
素材調達
　一般的に流通している製材品は、住宅用の規格であることがほとんどです。したがって、非住
宅建築物を木造で計画すると、規格外の製材品が必要となる場合があります。一般には流通して
いないサイズの製材品が必要となると、条件に合う原木を山から伐り出してくる必要があります。
また、初期の構造計算によって高い強度の木材が大量に必要となっても、必要な強度の木材が十
分に集まらず、調達が難しい場合があります。

設計者は、事前に調達可能な製材品のサイズと量を把握した上で、設計する必要があります。
また、構造設計者と連携を図りながら、詳細に構造計算を行うことで、一部を調達しやすい木材
に置き換えるなど、細やかな検討できる体制を構築することが望ましいです。

　なお、特定の地域から、大きさ・品質を管理しながら納期に間に合うよう木材を手配するには、
製材所等とのネットワーク構築が必要不可欠です。普段から情報交換や横連携を取ることで、円
滑な調達が可能となります。地域の林業事情を把握するまでは、木材の生産・供給に詳しい事業者・
組合等と協力体制を築きながら、計画を進めましょう。

【参考】事例：滋賀県林業会館　滋賀県林業会館の建設は、地域材「びわ湖材」の家
づくりで長年の連携と実績のある設計者と施工者の
JVにより行われました。林業家、製材所とともに家
づくりグループを結成し、川上～川下の連携による地
域材調達を実践してきました。
　各木材市場、森林組合で状況を確認し、木材利用・
調達方針を立て、構造設計者とも情報共有をはかり、
設計段階からの木材調達に取組みました。製材所の連
携と、県内森林組合の供給可能な製品も利用し、生産
現場に過度な負荷をかけない調達を実現しました。
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かごしま材の調達にかかる日数
　木材の発注から出荷までにかかる日数は、丸太の調達状況によって変わります。丸太の在庫が
あれば、製材工程のみで完結し、最短３週間ほどで出荷できます。丸太の在庫が無く、原木市場
から丸太を購入する場合、製材工場での工程も含め、３ヶ月程度を要することもあります（図
10参照）。
なお、数量が多い場合、通常の流通品規格以外の製品寸法や役物化粧材を発注する場合は、事
前に製材工場との納期調整が必要です。

かごしま材を使うためのポイント

木材調達と助成金のスケジュール
　福祉施設や医療施設など、建築物の用途によっては、助成金を活用しながら施設整備や改修等
が行える場合があります。ただし、助成金の制度上、年度内の完成を求められるため、スケジュー
ルを逆算し、限られた設計期間に木材調達の計画を立てることが求められます。



一般社団法人 鹿児島県林材協会連合会 ：099-267-5681



合理的な構造計画

平立面計画
　積載荷重の増大や大空間の計画など、部材が負担す
る重量が増えるほど、柱や梁の断面寸法も大きくなり
ます（図 11参照）。特に非住宅建築物では、書庫や
機械室、集会施設、防耐火被覆などの要素から、住宅
に比べ、部材の負担が大きくなる傾向があります。
必要な梁せいが一般流通材の規格を超えてしまう
と、建設コストの増大につながります。以下のポイン
トを意識することで、少しでも構造への負担を減らし
た、合理的な設計となります。

スパンの大きな空間を構成する方法として、大断面集成
材の採用がよく知られていますが、一般流通材と金物を組
み合わせたトラス梁を採用する方法もあります。大断面集
成材と比較すると、加工・組立の手間や図面作成、構造計
算の追加費用などが発生する場合がありますが、納入期間
や材料費には優れます。また、視覚的な開放感や、天井懐
の活用が期待できます。

　製材を梁に採用する場合、構造計算上必要な梁せいが一
般流通材の規格を超えた場合でも、重ね梁や合成梁など、
製材を組み合わせることで曲げとたわみに対抗し、特注し
なくても対応できる場合があります（図 12参照）。構造用
集成材の採用を含め、臨機応変に検討しましょう。

梁



柱
壁厚や納まりの都合から、柱の断面寸法を容易に変更す
るのは困難です。基本的には、一般流通材として入手しや
すい 105角又は 120角から検討することになりますが、
計画初期から、どちらを採用するか決めておきましょう。

　入手が容易な 105角や 120 角の正角材では構造耐力上
断面が小さい場合、短辺を 105角、120角のまま、長辺を
長くした扁平柱の活用も考えられます（図 14参照）。ただ
し、流通量が少ない可能性があるため、調達に注意が必要
です。
　その他の方法として、束ね柱（組立柱、重ね柱とも言う。）
のように、一般流通材を複数組み合わせて大断面の柱とす
る方法が、木造非住宅建築物の増加に伴い注目されていま
す。また、増加の一途をたどる大径材の活用例として、通
し柱と平行弦トラスを一体化した合成ラーメン構造の柱と
して採用する事例があります。

モジュール
流通量の多い製材は、木造住宅の規格を中心
に考えられているため、尺モジュール（910㎜）
が一般的です。合板などの面材のほか、断熱パ
ネルやサッシ等も含め、メーターモジュールの
方が、割高になる傾向があります。

　介護や防災の観点から有効寸法を大きく取り
たい場合など、建物の用途等によってはメーター
モジュールの方が設計しやすい場合もあるため、
計画の初期段階で、設計とコストについて検討
することが求められます。
床組みやスパン計画についても、モジュール
を意識し経済スパンを守ることで、端材の発生
を抑えらえれ、コストダウンにつながります。

　小梁の架け方によって、
大梁の梁せいが変わる場合
があります。大梁が負担す
る荷重は、短手方向よりも、
長手方向に小梁を架けた方
が小さくなります（図 13
参照）。
　大梁の梁せいを抑えたい
ときに、検討しましょう。



必要な木材の概数量

木材の概数量
設計に先立ち、必要となる木材の概数量を把握しておくことは重要です。ここでは、建物規模
に対する木材の概数量についての報告を２つご紹介します。

　財団法人日本住宅・木材技術センターの報告「在来工法木造住宅の木材使用量調査（平成５年
度）」によると、　全国の木造軸組工法住宅 355例を調査の結果、床面積１㎡当たりの木材使用量
（合板類を除く）は 0.191 ㎥となっています。
　国土交通省大臣官房官庁営繕部の資料「木造事務庁舎の合理的な設計における留意事項（平成
27年５月）」によると、事例調査の結果、木造建築物に使用される木材量（構造材・造作材の合
計量）は、延べ面積１㎡あたり 0.20 ～ 0.25 ㎥であり、このうち 70～ 80％を構造材が占める
結果となっています。

　実際に、県内の木造施設37事例について、
延床面積と木材使用量の散布図から近似直
線を求めたところ、１㎡当たり約 0.23 ㎥
となる式を示しました（図 15参照）。

　用途や規模、構造が異なるため、一概に
は言えませんが、１㎡あたり 0.20 ～ 0.25
㎥が、延床面積に対する木材の概数量の一
つの目安と考えられます。

一般流通材の活用
低層の建物であれば、中大規模木造であっても、一般流通材、つまり、住宅用に流通している
製材品の利用により、コストの低減を図ることができます。木造が他の構造に比べ不得意として
きた大スパンについても、技術開発が進み、大断面集成材を使わずとも、一般流通材で実現でき
る構法が開発されています。

　樹種や地域によって異なりますが、一般的に入手が容易とされる木材は、表４のとおりです。
　また、一般社団法人中大規模木造プレカット技術協会から、一般流通材（＝全国の住宅用プレ
カット加工機を有するプレカット工場で通常の納期（１ヶ月程度）で納材されており、コストパ
フォーマンスの高い材料）の樹種、等級、寸法等をまとめたリストが公開されています。
　３、４ｍの材が入手しやすく、梁の最大長さは 3.64ｍ（＝２間）が基準となります。階高も材
の長さに合わせると、ロスが少なくなります。また、４ｍまでであれば２ｔ車による運搬も可能
となり、運搬費を抑える事が可能です。



構造材の加工
構造材の加工についても、特殊な加工機や手加
工を要しない、一般的な住宅用プレカット加工機
で対応可能な寸法に収めることで、コストの低減
が図れます。そのためには、一般的な加工機の加
工可能範囲を把握する必要があります。
　一般的な住宅用プレカット加工機が加工可能な
範囲は、表５のとおりです。従って、柱・束及び
横架材の寸法の上限は、

となり、なるべくこの寸法を超えないよう、構造
計画時に意識すると良いといえます。

木拾い
　木拾いとは、建物に使う木材の数量について、構造図（伏図・軸組図）から寸法や種類ごとに
拾うことを言います。木部材の発注時に正確な木拾い表があると、材料の調達がスムーズになる
ほか、１本の丸太から無駄なく部材を採取できます。
　木拾いの際、継ぎ手・仕口の加工に必要な長さを含むよう、図面より長い寸法を拾う必要があ
ります（図 17及び表６参照）。また、直角にするための端部加工を見越し、長さ方向の両端に 20
㎜程度加えることも必要です（図 18参照）。



防火・耐火の処置

法令による制限
１．地域による制限（法 61条）
　火災時の延焼を抑制するため、市街地には、地域ごとに建物の規模や階数に応じた防火・耐火
の性能を求める規制が設けられています（図 19、図 20参照）。

２．用途による制限（法 27条、Ｈ27国交告 255号）
　不特定多数が利用したり、就寝したりする建築物（特殊建築物）は、防火上の観点から、用途
ごとに、階数や規模に応じて必要な防火性能を有する建築物とすることが定められています（表
７参照）。




